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処遇改善･受注拡大･組織建設情報 ２０２０年１０月１日（木） 

 建設キャリアアップシステムニュース  第８６号 

          東京土建一般労働組合 ＣＣＵＳ推進室 

支部１～２枚、ＣＣＵＳポスターを目立つところに貼りだしを 

秋の大運動、ＣＣＵＳを事業所対話ですすめよう！ 
東京土建、登録増 
秋はさらに増加か！ 

東京土建の２４認定登録機関の事業者・技

能者登録の累計数が１月１０１０件が８月２３５４

件となりました。今年夏以降堅調に増加し、秋

は各日に増加する様相がうかがえます。 

秋の大運動では、事業所対話でしっかりＣ

ＣＵＳを位置づけることが重要となる動きです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支部の動き 

支部から「事業所との対話でＣＣＵＳの土建

独自助成金の話を必ずしている、対象者が出

てきますよ」との報告があります。月間中、事

業所対話はＣＣＵＳを必ずしよう。以下は支部

（三多摩）からの８月の取り組み報告。 

三鷹武蔵野 事業所の社長から「登録代行を

行政書士などに頼むと、技能者登録１人２

万円もかかって困る」と相談があり、支部で

社長と従業員を登録（認定登録機関なら無

料！）。外国籍２人は在留カードが更新中

のため、その後の登録となってしまいました。 

多摩西部 役員中心に登録を推進。 

府中国立 事業所で、とある元請けに「ＣＣＵ

Ｓ登録済の会社を優先に工事を受注するよ

うシフトする」と言われてきた、とのことです。 

多摩・稲城 「上位会社からの指示で、周囲の

仲間がＣＣＵＳカードを作り始めたから」と登

録申請のための来所がありました。 

清瀬久留米 組合内事業所からの問い合わ

せが少しずつ増えてきました。 

西東京 ある組合員の問合わせでは、申請書

の添付書類の確認が多かった。支部が認

定登録機関であることを知らないのがほとん

ど。もっと周知する必要を感じています。 

村山大和 組合外の問合わせが多く、ネット

申請のほとんどは半年以上も時間を要して

いるようです。 

９／30 現在 数 
技 能 者 登 録 1７８５ 
事 業 者 登 録 ５６９ 
技能者助成給付 1５８５ 
認定登録機関設置 2４ 

第３回事業所セミナー 
グリーンサイトとＣＣＵＳとの情報連携学習会 

 １１月２５日（水）午後７時～ 
 けんせつプラザ東京５階 
講師：㈱ＭＣデータープラスの方 
参加：事前に申し込みを(どなたでもＯＫ) 
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事業所セミナー開催 
グリーンサイトとＣＣＵＳ 

(株)MCデータプラスさんより講師を迎え、グ

リーンサイトと CCUＳの違い、情報活用につい

ての学習が予定されています。 

労務・安全衛生書類をクラウド上で作成・提

出・確認ができるシステムが「グリーンサイト」

（㈱ＭＣデータプラスが提供）です。建設業振

興基金は昨年の８月３０日にＣＣＵＳ就業履歴

データのＡＰＩ連携システムとして認定し、同年

９月９日からデータ連携が開始されています。 

この連携でグリーンサイトによる書類作成の

ために必要な多くの紙媒体は、クラウド上に変

更され、連携によって業務効率が圧倒的改善

されます。また、裏付けある真正性が確保され

たデータによって適正な雇用関係の確立が追

求できます。今後、労務・労働安全等に関す

る他のシステムへも「ＣＣＵＳデータ連携サー

ビス」が広がっていきます。 

A.B.C-Zが載っている 
ＣＣＵＳ広報用ポスターを配布 
各支部１枚（認定登録機関支部２枚）を９月

２３日の主任書記会議で配布しました。 

ビジュアルはジャニーズ事務所の人気グル

ープで、出演映画等の宣伝欄がありますが、

振興基金は、「盗難にご注意ください」、追加

配布無し、契約の関係から２月末で取り外し、

と通知をしています。目立つところに掲示を。 

よくある登録実務での相談⑥ 
一人親方で登録してほしい、の対応は？ 

人によって対応が異なってきます。困ったと

きには本部に相談してください。 

①最近本部に来所された外国籍の方 
特別永住者証明などの本人確認は問題

ありませんでした。よく聞くと「現場入

場のため、カードが欲しい」とのこと。登

録や裏付け書類を説明し、申請書記載を

お願いしました。 

働き先(所属事業所)は未記載でしたが

登録は可能です、その場合、どの事業所

で就労したかが不明の就業履歴の蓄積と

なります。社保関係の登録は｢無｣や｢適用

除外｣が多いこともあり、上位会社や元請

から社会保険適用の指導がいずれされる

だろうことを了解いただき、最小限の項

目がそろったので受付し、事業所登録は

しませんでした。 

②確定申告書が給与なのに？ 
支部からの電話で、「一人親方といって

いるが給与の確定申告で、どうすればい

い」と相談。この場合、本人が事業者とし

て「独立」しようとしていれば開業届を

提出し、事業者と技能者の両方を登録す

ることになるでしょう。 

いわゆる｢常用(常雇)請け｣であれば、

被雇用者の可能性が高く、技能者登録だ

けで良いはずです。いずれ雇用保険加入

や健保適用除外、一人親方労災特別加入

の解除、源泉所得税対象となるかもしれ

ないことを本人、事業主に説明し、登録

をすすめましょう。 

不安定就労から正規雇用への道すじの

第一歩がＣＣＵＳ登録ですので、まずは

登録することが大事です。 


